
※形態欄に記載がある項目は、記載の形態のみ審査該当

(1)プログラム内容

必
須

追
加
項
目

加
点
配
分

形
態

確認書類

1 標準的な保
健指導プログ
ラムに準拠し
た内容

第４期特定健診・特定保健指導におけるプログラムへが反映されてい
る。（評価回数、支援期間等）

○ な
し

様式8号計画書

2 保健指導に
使用するプロ
グラムや教材
等について

具体的な保健指導のプログラム（支援のための材料、学習教材等を
含む。）について、知見、情報にもとづいたものを仙台市へ提示できる
こと。

○ な
し

様式8添付書類

3 保健指導に
関わる現状・
課題の理解

仕様書に記載しているデータヘルス計画における現状・課題を理解し
ている（特定保健指導実施率が10.7％と低い）。

〇 5 様式8号計画書
様式8添付書類
企画提案書

4 保健指導実
施率向上の
ための取り組
み

仙台市の保健指導実施率が低いことに対して、事業者として保健指
導の利用者数を増やすための工夫や取り組みがある。
（周知方法や健診からの流れ等に関し、仕様書に掲載のある周知
（ホームページの掲載、利用ガイド作成）ナッジの活用や申込の利便
性等独自の工夫について）

〇 5

5 保健指導実
施率向上の
ための取り組
み

保健指導の➀実施日（土日等）➁時間（夜間）③ICTの活用等、対象
者の利便性を高める工夫がある。

〇 5 様式8号計画書
様式8添付書類
企画提案書

6 保健指導実
施率向上の
ための取り組
み

インセンティブやオプション検査等、対象者にとって魅力的かつ効果
的なプログラム内容となっている。

〇 5 様式8号計画書
様式8添付書類
企画提案書

7 質の高い保
健指導

対象者への説明方法や行動変容へのプロセスが明確かつ具体的に
なっているか。

〇 5

7 質の高い保
健指導

対象者に対し、一人の専門職が継続して支援する、事例レビューにて
多角的な検討を行うなど丁寧に保健指導を実施する体制が整えられ
ている。

〇 5 様式8号計画書
様式8添付書類
企画提案書

令和8年度仙台市国民健康保険特定保健指導（積極的支援等）
書類審査（ヒアリング項目）選定基準

審査項目
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質の高い保
健指導

途中終了者への勧奨やフォローの体制があるか。 〇 5 様式8号計画書
様式8添付書類
企画提案書

質の高い保
健指導

途中終了となったケースに対し、組織内で振り返りの場を設けている
か。

〇 5 様式8号計画書
様式8添付書類
企画提案書

質の高い保
健指導

・対象者と保健指導終了後の生活習慣について具体的に見通しを話
しているか。

〇 5 様式8号計画書
様式8添付書類
企画提案書

質の高い保
健指導

・次年度の特定健診の受診ついて対象者に勧めている。
・次年度も特定保健指導の対象となった場合の利用について説明し
ている。

〇 5 様式8号計画書
様式8添付書類
企画提案書

質の高い保
健指導

・本業務おける本市の課題に対して有効な強みはあるか。また、強み
をどのように事業に活かすか考えがあるか。

〇 5 様式8号計画書
様式8添付書類
企画提案書

質の高い保
健指導

・本事業における追加提案があるか。 〇 5 様式8号計画書
様式8添付書類
企画提案書

質の高い保
健指導

・第4期特定保健指導プログラムを踏まえ、プロセス評価とアウトカム
評価の評価方法を示しているか。

〇 5 様式8号計画書
様式8添付書類
企画提案書

質の高い保
健指導

・評価内容をプログラムや実施体制の見直しにつなげる体制がある
か。

〇 5 様式8号計画書
様式8添付書類
企画提案書

小計 必須    /2

追
加

項
目

　/70点
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(2)個人情報の取り扱いに関する基準

必
須

追
加
項
目

加
点
配
分

形
態

確認書類

1 記録の作成 委託業務実施状況等の報告については、仙台市の定める内
容で作成し、提出の際は安全かつ速やかに提出すること。 ○

な
し

2 守秘義務 高齢者の医療を確保する法律第三十条に規定する秘密保持
義務を確保すること（正当な理由がなく、その業務上知り得た
保健指導対象者の情報を漏らしてはならない）。

○
な
し

3 個人情報の
取り扱い

個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律
及びこれに基づくガイドライン等を遵守すること。また、事業者
の個人情報保護管理責任者は仙台市が行う「個人情報セキュ
リティ研修」を受講している（予定がある）こと。

○

な
し

4 記録の保管 保健指導に用いた詳細な質問票、アセスメント、具体的な指導
の内容、フォローの状況等を保存する場合には、適切に保存
し、管理すること。

○
な
し

5 保健指導の
結果の保
存・管理

健診結果や保健指導結果の保存は、「医療情報システムの安
全管理に関するガイドライン」を遵守し、組織的、物理的、技術
的、人的な安全対策等を徹底すること。また、内定した場合に
は仙台市で行う個人情報の管理に関する実地調査を受けるこ
と。

○

な
し

6 インターネッ
ト等を用い
た保健指導
の制限

インターネットを利用した保健指導(ビデオ通話を除く)や個人情
報の送受信を行わない(メールも含む)。クラウドサービスを利
用する場合は、本市基準を満たしているクラウドサービスを利
用すること。

○

な
し

必須   /6

審査項目

様式5号個人情
報の取り扱いに
関する計画書
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(3)運営に関する基準

必
須

追
加
項
目

加
点
配
分

形
態

確認書類

1 事業者の財
務基盤

特定保健指導・利用勧奨を適切かつ継続的に実施することが
できる財務基盤を有すること。

○ な
し

様式7運営に関す
る確認書
●直近２年分の
財務諸表

2 苦情への対
応

保健指導対象者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するた
めに、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措
置を講じるとともに、苦情を受け付けた場合には、当該苦情の
内容等を記録すること。

○ な
し

3 運営 従業者及び会計に関する諸記録を整備すること。 ○ な
し

4 業務の再委
託、第三者
への情報提
供の禁止

業務の再委託や、第三者への情報提供を行わないこと。
ただし、業務の一部(主たる部分を除く。)について、事前に申請
し、発注者の書面による承諾を得た場合は可。

○

な
し

様式5号個人情
報の取り扱いに
関する計画書
様式10再委託申
請書

5 再委託 保険者から委託した業務の一部を再委託する場合には、保険
者との委託契約に、再委託先との契約において、この告示で定
める基準に掲げる事項を遵守することを明記すること

○ な
し

●様式第5「業務
の再委託～」に
チェックあり

6 積極的支援
対象者から
の相談

委託契約の期間中に、保健指導を行った対象者から指導内容
について相談があった場合は、事業者は相談に応じること。そ
のための連絡先を明確にしていること。

○ な
し

様式8号

7 不当な勧誘
販売等

保健指導を行う際に商品等の勧誘・販売等を行わないこと。ま
た特定保険指導を行う地位を利用した不当な推奨・販売（例え
ば、商品等を保健指導対象者の誤解を招く方法で勧めること）
等を行わないこと。

○ な
し

次に掲げる事項の運営についての重要事項に関する規程を定
め、当該規程の概要を医療保険者及び受診者が容易に確認
できる方法(ホームページ上での掲載等)により、幅広く周知す
ること。
一 事業の目的及び運営の方針
二 統括者の氏名及び職種
三 従業者の職種及び員数及び職務の内容
四 保健指導実施日及び実施時間
五 保健指導の内容及び価格その他費用の額
六 通常の事業の実施地域
七 緊急時における対応
八 その他運営に関する重要事項　　　　等

9 身分証につ
いて

保健指導実施者に身分を証する書類を携行させ、保健指導対
象者から求められたときは、これを掲示すること。

〇 な
し

10 従事者の衛
生管理等

保健指導実施者の清潔の保持及び健康状態について、必要
な管理を行うとともに、保健指導機関の設備及び備品につい
て、衛生的な管理を行うこと。

〇 な
し

11 虚偽、誇大
広告

保健指導機関について、虚偽または誇大な広告を行わないこ
と。

〇 な
し

必須    /１1

審査項目

様式7号運営に関
する確認書

〇 な
し

様式7運営に関す
る確認書

8 運営につい
ての重要事
項周知
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(4)人材育成

必
須

追
加
項
目

加
点
配
分

形
態

確認書類

1 事業所内の
人材育成に
ついて

事業所内の特定保健指導にかかる人材育成の考え方を明確にし
ている。

○ 5
点

●人材育成計画
書
（様式第4号）

2 事業所内の
研修体制に
ついて

特定保健指導実施者に必要な研修を定期的に行うこと等により、
当該実施者の資質の向上に努めること。具体的には事業所内の
特定保健指導に関する当該年度の研修計画が立案されている。

○ 5
点

●人材育成計画
書
（様式第4号）

小計
追
加

項
目

/10点

(5)人員体制

必
須

追
加
項
目

加
点
配
分

形
態

確認書類

1 保健指導の
業務を統括
する者の配
置

業務を統括する者（統括者）が、常勤の医師、保健師又は管理栄
養士であること。

○ な
し

2 常勤の管理
者の配置

常勤の管理者（特定保健指導を実施する各施設において、特定
保健指導に係る業務に付随する事務の管理を行うもの）が置かれ
ていること。ただし、管理上支障が無い場合は、特定保健指導を
行う機関の他の職務に従事し、又は同一の施設内にある他の事
業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

○ な
し

3 保健指導実
施者の配置

初回面接、特定保健指導の対象者の行動目標及び行動計画の
作成並びに当該行動計画の実績評価を行うものは、医師、保健
師又は管理栄養士（令和11年度末までは、保健指導に関する一
定の実務の経験を有する看護師を含む）であること。

○ な
し

4 対象者の担
当の配置

積極的支援対象者ごとに特定保健指導支援計画の実施（対象者
の特定保健指導計画の作成、対象者の生活習慣や行動変化の
状況の把握及びその評価、評価に基づいた計画の変更等）につ
いて統括的な責任を持つ医師、保健師又は管理栄養士（令和11
年度末までは、保健指導に関する一定の実務の経験を有する看
護師を含む）が決められていること。

○ な
し

5 主治医との
連携

対象者が治療中の場合は、統括的な責任を持つものが必要に応
じて当該保健指導対象者の主治医と連携を図ること。

○ な
し

6 食生活に関
する実践的
指導につい
て

プログラムのうち、対象者の支援計画に基づく食生活に関する実
践的指導は、医師、保健師又は管理栄養士（令和11年度末まで
は、保健指導に関する一定の実務の経験を有する看護師を含む）
又はその他の食生活に関する専門的知識及び技術を有する者※
により提供されること。

○ な
し

審査項目

様式3人員配置
計画書

様式8号実施計
画書

審査項目
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7 運動に関す
る実践的指
導

プログラムのうち、対象者の支援計画に基づく運動に関する実践
的指導は、医師、保健師又は管理栄養士（令和11年度末までは、
保健指導に関する一定の実務の経験を有する看護師を含む）及
び運動に関する専門的知識及び技術を有する者（健康・体力づく
り事業財団が認定する健康運動指導士など）※により提供される
こと。

○ な
し

8 研修受講に
ついて

（保健指導統括者及び）保健指導実施者は、国、地方公共団体、
医療保険者、日本医師会、日本看護協会、日本栄養士会等が実
施する一定の研修を修了していることが望ましい。

○ 5
点

9 組織内での
情報共有・レ
ビュー等の
実施

組織内で定期的なミーティングやレビュー等を実施し、情報共有
の徹底、途中終了防止策の検討を行うことが望ましい。

○ 5
点

小計 必須 /７

追
加

項
目

/10点

(6)実施体制

必
須

追
加
項
目

加
点
配
分

形
態

確認書類

1 プライバシー
保護

個別支援を行う際、対象者のプライバシーが十分に保護される施
設及び設備等が確保されていること。（かつ、保健指導がその場
所で行われること。）

○ な
し

施
・
遠

様式6実施施設
確認書

2 実施設備 市内に保健指導のプログラムを適切に実施するために必要な施
設及び設備を有していること。

○ な
し

施

3 緊急時の対
応

運動に関する実践指導を行う場合には、救急時における対応マ
ニュアル（対応方法・連絡・報告体制等）の整備のほかに、自動体
外式除細動器（AED）等の応急処置のための設備を有しており、
実践指導を行うものが応急対応のトレーニングを受けている。

○ な
し

施

4 運動施設の
安全性

運動の実践指導を行う場合には、安全に運動ができる環境が整
備されていること。

○
な
し

施

5 受動喫煙の
防止につい
て

健康増進法第25 条に定める受動喫煙の防止措置が講じられて
いること。

○ な
し

施

6 対象者の利
便性

特定保健指導の利用が容易になるよう、土日若しくは夜間に特
定保健指導を実施するなど、利用者の利便性に配慮し、特定
保健指導の実施率を上げるよう取り組むこと。

○ 5
点

7 地元経済へ
の配慮

仙台市内に本店があること。
（業務委託契約に係るプロポーザル方式実施ガイドライン（平
成30年3月8日財政局長決裁）に基づく）

○ 5
点

審査項目
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8 地元経済へ
の配慮

再委託や物品調達等において、市内に本店を有する事業者を
受注先として指定している。
（業務委託契約に係るプロポーザル方式実施ガイドライン（平
成30年3月8日財政局長決裁）に基づく）

○ 5
点

必須 /５

追
加

項
目

/１5点

(7)見積額の妥当性

必
須

追
加
項
目

加
点
配
分

形
態

確認書類

○

○

2 委託費 仕様書に記載のある業務（特定保健指導の実施、予約受付、
データの受渡、報告）が積算されているか。

〇

5
点

/2

/5点

合計 必須 /34

追
加

項
目

/40点

必須

点数

審査項目

な
し

見積書1 委託費 見積が基準単価以下であること。

7


